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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の視聴者端末から受信した、視聴者が入力した応援情報または投票情報である個別
情報を集計し、その集計結果に基づいて放送映像のレイアウト情報を変更して放送映像を
生成し、前記レイアウト情報と共に、前記放送映像を視聴者端末に送信する放送局と、
　前記レイアウト情報と共に前記放送映像を受信し、該レイアウト情報に基づいて視聴者
がレイアウト操作入力を行い、前記放送局から受信した前記放送映像を前記レイアウト情
報により表示する視聴者端末と、を備えたことを特徴とする双方向型放送視聴システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、双方向型放送視聴技術に関し、特に、テレビジョン放送等における視聴者参加
型の放送番組の放映技術等に適用して有効な技術に関する。
【０００２】
【従来の技術】
たとえば、従来、テレビジョン放送等における視聴者参加型の放送番組としては、テレビ
ショッピング、アンケート調査、視聴者参加型のクイズ番組、等が知られているが、視聴
者から放送局側への上り方向の通信手段としてはいずれも、視聴者による電話回線網を用
いた放送局の係員あるいは自動音声応答システムへの音声通話にて、注文、アンケート回
答、クイズ回答、等の通知が行われるのみであった。
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【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
上記従来技術では、多数の視聴者からの反応を放映内容自体に反映させるまでに多数の人
手を必要とし、視聴者の反応に対する放映内容の応答を迅速化することは困難であり、視
聴者からみると、視聴者参加番組に対する臨場感に乏しいものとなる、という技術的課題
があった。
【０００４】
また、視聴者では、放送局から送られてくる放映内容をそのまま視聴するにとどまり、画
像等の表示状態を自分の好みに応じて変更することはできず、視聴の自由度が低い、とい
う技術的課題もある。
【０００５】
本発明の目的は、臨場感に富む視聴者参加番組を実現することが可能な双方向型放送視聴
技術を提供することにある。
【０００６】
本発明の他の目的は、個々の視聴者の好みに応じた多様な放映画面の構成が可能な双方向
型放送視聴技術を提供することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　本発明の双方向型放送視聴システムは、複数の視聴者端末から受信した、視聴者が入力
した応援情報または投票情報である個別情報を集計し、その集計結果に基づいて放送映像
のレイアウト情報を変更して放送映像を生成し、前記レイアウト情報と共に、前記放送映
像を視聴者端末に送信する放送局と、前記レイアウト情報と共に前記放送映像を受信し、
該レイアウト情報に基づいて視聴者がレイアウト操作入力を行い、前記放送局から受信し
た前記放送映像を前記レイアウト情報により表示する視聴者端末と、を備えたものである
。
【００１１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面を参照しながら詳細に説明する。
【００１２】
（実施の形態１）
図１は、本発明の一実施の形態である双方向型放送視聴システムの全体構成の一例を示す
概念図であり、図２は、本実施の形態の双方向型放送視聴システムの作用の一例を示すフ
ローチャート、図３は、本実施の形態の双方向型放送視聴システムを構成する放送局側の
システム構成の一例を示す概念図、図４は、本実施の形態の双方向型放送視聴システムを
構成する視聴者端末の構成例を示す概念図、である。
【００１３】
図１に例示されるように、本実施の形態の双方向型放送視聴システムは、放送局１００と
、視聴者端末２００と、中継衛星３０１等を含み、放送局１００から複数の視聴者端末２
００への放送を行う無線放送網３００と、放送局１００と複数の視聴者端末２００との間
における情報の授受を行うインターネット４００とを含んでいる。
【００１４】
図３に例示されるように、本実施の形態における放送局１００は、中継衛星３０１へ放送
電波を送信する送信装置１０１、映像スイッチャ１０３を介してテレビカメラ１０４や映
像再生装置１０５等の映像ソースから送信装置１０１に入力される映像信号をＭＰＥＧ－
２等のフォーマットに符号化する映像符号化部１０２、映像符号化部１０２を制御する送
信映像制御装置１０６、送信映像制御装置１０６に映像レイアウト等の情報を入力する映
像レイアウト情報テーブル１０７、イントラネット１０８を介して送信映像制御装置１０
６に接続され、インターネット４００を介して外部の個々の視聴者端末２００に接続され
るＷＷＷサーバ１０９、ＷＷＷサーバ１０９に接続されるユーザ入力情報集計テーブル１
１０、等を含んでいる。
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【００１５】
一方、本実施の形態の視聴者端末２００はテシビジョン受信機、パーソナルコンピュータ
、携帯情報端末、映像の受信が可能な携帯電話等、あらゆる情報機器を用いることができ
る。
【００１６】
一例として、図４に例示されるように、本実施の形態の視聴者端末２００は、バス２０１
を介して、マイクロプロセッサ２０２、主記憶２０３、インターネット４００に対する接
続インタフェースを実現するネットワークインタフェース２０４、無線放送網３００に対
する受信インタフェースを実現するＴＶチューナ２０５、ＴＶチューナ２０５の一部を構
成し、符号化された状態で受信した放送情報を復号化するＭＰＥＧ－２デコーダ等の復号
化装置２０５ａ、外部記憶装置２０６、視聴者に映像を可視化して提示するためのフレー
ムメモリ２０７およびディスプレイ２０８、キーボードやリモコン等からなり、視聴者に
よる情報入力に用いられるユーザ入力装置２０９、音声や音響の出力を行うスピーカ２１
０、等で構成されている。
【００１７】
マイクロプロセッサ２０２は、主記憶２０３に実装された後述のソフトウェアにて視聴者
端末２００の全体の制御を行う。
【００１８】
ＴＶチューナ２０５には、無線放送網３００からの放送電波がアンテナ２０５ｂを介して
入力される。
【００１９】
本実施の形態の場合、主記憶２０３には、オペレーティングシステム５０１、このオペレ
ーティングシステム５０１の上で稼働するＸＭＬパーサ５０２、ブラウジングエンジン５
０３、ＸＭＬフィルタリングプログラム５０４、レイアウト生成／更新プログラム５０５
、ＧＵＩ処理プログラム５０６、キャプチャプログラム５０７、双方向型放送視聴システ
ム表示プログラム５０８、等のソフトウェアが実装されている。
【００２０】
本実施の形態における上述の各ソフトウェア（モジュール）の処理機能の一例について説
明する。
【００２１】
（１）双方向型放送視聴システム表示プログラム５０８
双方向型放送視聴システム表示プログラム５０８は、ユーザ入力装置２０９を介した視聴
者からの入力、または、外部から入力されたＸＭＬ（Ｅｘｔｅｎｓｉｂｌｅ　Ｍａｒｋｕ
ｐ　Ｌａｎｇｕａｇｅ）等のページ記述言語で記述された制御情報を、後述のＸＭＬフィ
ルタリングプログラム５０４、レイアウト生成／更新プログラム５０５、ＧＵＩ処理プロ
グラム５０６、の各モジュールに振り分ける。
【００２２】
また、ユーザがディスプレイ２０８に出力される番組に対する操作を検出し、ＧＵＩ処理
プログラム５０６に操作内容を渡し、番組の操作に対応するＧＵＩ処理を実行する。
【００２３】
また、映像の再生や取り込み処理の開始、終了を指定する。
【００２４】
（２）ＸＭＬフィルタリングプログラム５０４
ＸＭＬフィルタリングプログラム５０４は、番組の内容を表すＸＭＬのデータから、カス
タマイズ情報にあわせた情報フィルタリングを行う。
【００２５】
また、フィルタリング処理の一例として、時系列で流れてくるＸＭＬ情報の中から必要な
情報のみを取り出す処理がある。フィルタリングされた情報は、レイアウト生成／更新プ
ログラム５０５やＧＵＩ処理プログラム５０６に入力される。
【００２６】
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たとえば、番組内シーンに付加されている人物名キーワードを監視し、あらかじめ指定さ
れた人物名だけを再生する処理などを行う。
【００２７】
フィルタリング処理の一例として、本システムに蓄積された沢山のＸＭＬ情報から、ある
条件に従う情報のみを検索する処理がある。
【００２８】
たとえば、沢山あるシーンのＸＭＬ情報の中から、ある時間範囲のＸＭＬ情報のみを取り
出す処理などに用いる。
【００２９】
この処理は、レイアウト生成／更新プログラム５０５やＧＵＩ処理プログラム５０６から
呼び出される場合がある。
【００３０】
この実現方法としては、ＸＭＬパーサ５０２やブラウジングエンジン５０３、が提供する
ＸＭＬパーサ機能を用いることが考えられる。
【００３１】
（３）レイアウト生成／更新プログラム５０５
ＸＭＬフィルタリングプログラム５０４によりＸＭＬから抜き出したデータ及び、双方向
型放送視聴システム表示プログラム５０８から受け取ったカスタマイズ情報を元に、ディ
スプレイ２０８における画面の表示方法を生成したり、現在の表示レイアウトを変更した
りする。
【００３２】
ここでいうレイアウトとは、画面中のビデオや画像、テキストなどのメディアの表示位置
だけでなく、いつメディアを表示・非表示するかという表示タイミング情報も含んでもよ
い。
【００３３】
また、ディスプレイ２０８の画面中のある部分を視聴者が選択したときに行うべき処理の
仕方の情報を含んでも良い。この処理の仕方の記述の実現方式としては、Ｗｅｂブラウザ
などで使用されているＪａｖａ　Ｓｃｒｉｐｔなどのスクリプト言語などがあげられる。
【００３４】
（４）ＧＵＩ処理
ＸＭＬフィルタリングプログラム５０４によりＸＭＬから抜き出したデータ、レイアウト
生成／更新プログラム５０５で生成されたレイアウト情報、及び、双方向型放送視聴シス
テム表示プログラム５０８から受け取ったカスタマイズ情報を元に、画面のＧＵＩ（Ｇｒ
ａｐｈｉｃａｌ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）を変更する。また同じ情報を元に、ユ
ーザが入力した情報をどのように双方向型放送視聴システム表示プログラム５０８、ＸＭ
Ｌフィルタリングプログラム５０４、レイアウト生成／更新プログラム５０５の各モジュ
ールに振り分けるべきかを決定する。
【００３５】
（５）ＸＭＬパーサ５０２、ブラウジングエンジン５０３
ＸＭＬパーサ５０２は、ＸＭＬデータの読み込みと、その文書構造、文書内容を参照する
モジュールである。その実装には、たとえば、Ｗｏｒｌｄ　ＷｉｄｅＷｅｂ　Ｃｏｎｓｏ
ｒｓｉｕｍが定義したＤｏｃｕｍｅｎｔ　Ｏｂｊｅｃｔ　Ｍｏｄｅｌという操作インタフ
ェースを採用した汎用のＸＭＬライブラリを用いることができる。
【００３６】
ブラウジングエンジン５０３は、ＨＴＭＬ（Ｈｙｐｅｒ　Ｔｅｘｔ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａ
ｎｇｕａｇｅ）等で記述されたインターネット文書の閲覧を行うＷｅｂブラウザとしての
基本機能を持つ。
【００３７】
つまりＨＴＭＬなどのレイアウト情報を入力し、それを画面として表示する基本機能、お
よび、ユーザがその画面を操作すると、それをユーザ操作イベントとして認識する機能か
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らなる。
【００３８】
次に、本実施の形態の作用の一例について説明する。なお、以下の説明では、競技放送の
一例として、紅白歌合戦を放映する場合を例にとって説明する。
【００３９】
図２のフローチャートに例示されるように、放送局１００は、無線放送網３００を経由し
て映像および投票画面のレイアウト情報等の個々の視聴者端末２００への配信（ステップ
１００１、ステップ１００２）、複数の視聴者（視聴者端末２００）からの入力待ち（ス
テップ１００３）、複数の視聴者からの入力の受信（ステップ１００４）、複数の視聴者
から受信した入力の集計（ステップ１００５）、集計結果を反映した映像画面あるいは投
票画面の更新および視聴者端末２００への配信（ステップ１００６）を放映中に反復実行
する。
【００４０】
放送局１００における上述のステップ１００４～１００６の動作の詳細な処理の一例を図
５および図６のフローチャートに示す。
【００４１】
すなわち、図５のフローチャートに例示されるように、インターネット４００に接続され
たＷＷＷサーバ１０９は、視聴者端末２００から到来するユーザ入力情報を受信してユー
ザ入力情報集計テーブル１１０に格納し（ステップ１０２１）、所定の集計タイミングが
到来すると（ステップ１０２２）、ユーザ入力情報の集計を行い（ステップ１０２３）、
送信映像制御装置１０６にイントラネット１０８を介して集計結果を通知する（ステップ
１０２４）。この一連の動作を反復する。
【００４２】
図６のフローチャートに例示されるように、映像符号化部１０２および送信映像制御装置
１０６では、映像スイッチャ１０３で選択されて到来する映像情報の符号化を行うととも
に（ステップ１０３１）、ＷＷＷサーバ１０９側からの集計結果の通知の有無を監視し（
ステップ１０３２）、通知があった場合には、映像レイアウト情報テーブル１０７を通知
内容で更新する（ステップ１０３３）。
【００４３】
さらに、レイアウト情報の埋め込みタイミングを判定し（ステップ１０３４）、符号化さ
れた映像情報の間等に映像レイアウト情報テーブル１０７から読み出したレイアウト情報
を埋め込み（ステップ１０３５）、送信装置１０１に出力する。この一連の操作を反復す
る。
【００４４】
一方、上述の放送局１００の動作に対応して、視聴者端末２００では、放送映像および投
票画面のレイアウト情報を受信し（ステップ１０１１、ステップ１０１２）、たとえば、
図７に例示されるような画面体裁でディスプレイ２０８に表示し（ステップ１０１３）、
ユーザ入力装置２０９を介した視聴者（ユーザ）からの入力を待ち（ステップ１０１４）
、視聴者からの入力を検出すると（ステップ１０１５）、入力内容をインターネット４０
０を経由して放送局１００のＷＷＷサーバ１０９に送信し（ステップ１０１６）、放送局
１００での前記ステップ１００６での更新内容を反映した画面を表示する（ステップ１０
１７）。
【００４５】
すなわち、図７の視聴者端末２００におけるディスプレイ２０８の画面例では、投票画面
６００の中に、赤組映像６０１および白組映像６０２と、赤組投票ボタン６０３および白
組投票ボタン６０４を表示している。赤組投票ボタン６０３および白組投票ボタン６０４
の各々はユーザによる所定の選択操作によりトグル操作され、選択された側の応援情報が
、ＷＷＷサーバ１０９に送信される。
【００４６】
そして、最初は赤組映像６０１および白組映像６０２は同じ大きさであるが、ＷＷＷサー
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バ１０９における赤組および白組の各々の応援情報の集計結果の大小関係の変動等に応じ
て、放送局１００の送信映像制御装置１０６では、応援情報のより多い側の映像が大きく
表示される（各組の出力音量も比例させてもよい）ように、放送情報に埋め込まれる映像
レイアウト情報を逐次（たとえば数秒周期）更新していく。
【００４７】
これにより、個々の視聴者端末２００のディスプレイ２０８における投票画面６００では
、より多くの応援情報を獲得した側の映像（図７の例では赤組映像６０１）がより大きく
表示され、しかも、応援情報の集計結果の経時的な変動に応じて当該映像の大小関係が変
化する。これにより、個々の視聴者は自分自身の応援結果が反映された臨場感溢れる放送
内容の視聴や応援が可能になる。
【００４８】
図８、図９および図１０に、投票画面の変形例を例示する。
【００４９】
すなわち、図８の投票画面６００Ａの例では、赤組および白組に共通な共通映像６０５と
、赤組および白組の視聴者入力による応援情報の大小関係を反映して表示状態が経時的に
変化する円グラフ６０６と、赤組投票ボタン６０３および白組投票ボタン６０４を配置し
た例を示している。
【００５０】
図９の投票画面６００Ｂの例では、共通映像６０５と、赤組および白組の視聴者入力によ
る応援情報の大小関係を反映して表示状態が経時的に変化するバーインジケータ６０７、
視聴者が応援メッセージを入力するためのテキスト入力画面６０８、複数の視聴者から入
力された応援メッセージのうち、放送局１００の側で選択したものを表示する掲示板画像
６０９で構成されている。個々の視聴者から入力された応援メッセージは、ＷＷＷサーバ
１０９から送信映像制御装置１０６に伝達され、放送情報に反映される。視聴者は、自身
が入力した応援メッセージが全視聴者の視聴者端末２００のディスプレイ２０８に出力さ
れるので、臨場感の高い視聴が可能になる。
【００５１】
図１０の投票画面６００Ｃは、視聴者のテキスト入力による、いわゆるチャット内容を表
示するチャット画面６１０を備えた例を示している。放送の視聴者の数は膨大なので、実
時間ですべてのチャットデータを放送情報に組み込んで視聴者端末２００に配信して表示
することは困難である。そこで、たとえば、赤組、白組、さらには、出演している各組の
歌手毎等にグループ分けし、個々の視聴者は特定のグループに属するようにして、負荷を
減らすことが考えられる。このため、グループ選択ボタン６１１を表示している。
【００５２】
視聴者は、グループ選択ボタン６１１で、好みのグループを選択してチャットに参加する
。この場合、複数のグループのチャットデータ放送情報に組み込んでもよいが、上述のよ
うな負荷の制約を考慮すると、チャット画面６１０に対する表示データは、インターネッ
ト４００を経由してＷＷＷサーバ１０９から個々の視聴者端末２００に配信するようにし
てもよい。
【００５３】
上述の図７～図１０の画面構成は、図示しないメインメニューからの指定等によって、個
々の視聴者端末２００の視聴者が任意に選択可能である。
【００５４】
（実施の形態２）
次に、図１１～図１６を参照して、本発明の双方向型放送視聴システムおよびその制御方
法の他の実施の形態について説明する。この実施の形態２では双方向型放送視聴システム
における多様な表示制御例について説明する。なお、本実施の形態２におけるシステム構
成は、上述の実施の形態１の場合と同様である。
【００５５】
この実施の形態２の場合、無線放送網３００を介して送られてくる、主画像７０１を表示
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するメニュー画面７００の下端に、“キーワード”、“関連画像”、“マルチアングル”
、“字幕表示”、等のメニュー項目７０２が表示され、視聴者によるユーザ入力装置２０
９等を介した切換操作により、主画像７０１を画面全体に表示する全画面表示７０３との
間で相互に切換が可能である。メニュー画面７００の構成の制御は、無線放送網３００ま
たはインターネット４００を介して放送局１００から送られてくるＸＭＬ等のページ記述
言語で記述されたテキストを、上述のように主記憶２０３に実装されているソフトウェア
群によって実行することで実現される。
【００５６】
メニュー画面７００の表示中に視聴者がメニュー項目７０２の中の“キーワード”を選択
すると、キーワード表示画面７１０に表示状態が遷移する。
【００５７】
図１２に例示されるように、このキーワード表示画面７１０では、主画像７０１の周辺部
に、キーワード群７１１が表示され、個々の視聴者が選択したキーワードに対するキーワ
ード検索結果７１２が、検索結果表示画面７１０Ａに表示される。さらに、キーワード検
索結果７１２の一つを視聴者が選択すると、当該キーワード検索結果７１２に対応するＵ
ＲＬで特定されるインターネット４００上の情報資源（ホームページやサイト）の情報を
表示する関連サイト表示画面７１０Ｂに表示状態が遷移する。また、視聴者による所定の
復帰操作にて、メニュー画面７００、または全画面表示７０３に戻る。
【００５８】
メニュー画面７００の表示中に視聴者がメニュー項目７０２の“関連画像”を選択すると
、関連映像画面７２０に表示状態が遷移する。
【００５９】
図１３に例示されるように、関連映像画面７２０では、主画像７０１の周辺部に、たとえ
ば関連映像が所在するインターネット４００のＵＲＬ等に対応した関連映像項目７２１が
表示され、視聴者が所望の関連映像項目７２１を選択すると、主画像７０１とともに関連
画像７２２を表示した映像表示画面７２０Ａに遷移する。また、視聴者による所定の復帰
操作にて、メニュー画面７００、または全画面表示７０３に戻る。
【００６０】
メニュー画面７００の表示中に視聴者がメニュー項目７０２の“マルチアングル”を選択
すると、マルチアングル表示画面７３０に表示状態が遷移する。
【００６１】
図１４に例示されるように、マルチアングル表示画面７３０では、主画像７０１の周辺部
に、たとえば撮影アングルの異なる複数の関連映像７３１、関連映像７３２、関連映像７
３３、が表示され、選択された関連映像が主画像７０１と相互に入れ代わる表示形式でア
ングル切り替え画面７３０Ａのように拡大表示される。
【００６２】
この場合、複数の関連映像７３１、関連映像７３２、関連映像７３３は、予め、無線放送
網３００またはインターネット４００を介して放送局１００から視聴者端末２００に送ら
れ、外部記憶装置２０６に格納されている。そして、主画像７０１、および複数の関連映
像７３１～７３３が、たとえば、ＭＰＥＧ－２で符号化されたＥＤＴＶ（Ｅｘｔｅｄｅｄ
　Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ）、ＨＤＴＶ（Ｈｉｇｈ　Ｄｅｆｉｎｉ
ｔｉｏｎ　Ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ）等の高画質テレビジョン映像の場合、主画像７０１は
、高画質テレビジョン映像として再生出力し、複数の関連映像７３１～７３３は、たとえ
ば、ＭＰＥＧ－２から、よりデータ量の少ないＭＰＥＧ－４に変換して、複数の映像を同
時にディスプレイ２０８に再生出力する。
【００６３】
そして、特定の一つの関連映像が選択されると、当該関連画像（図１４のアングル切り替
え画面７３０Ａの例では、関連映像７３１）を高画質テレビジョン映像として再生出力し
、主画像７０１と、他の関連映像７３２、関連映像７３３をＭＰＥＧ－２から、よりデー
タ量の少ないＭＰＥＧ－４に変換してディスプレイ２０８に同時に再生出力する。
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【００６４】
メニュー画面７００の表示中に視聴者がメニュー項目７０２の“字幕表示”を選択すると
、図１５に例示されるような、通常字幕表示画面７４０に表示状態が遷移する。この通常
字幕表示画面７４０では、映像７４１の下部に重ね合わせて通常字幕７４２が表示される
。そして、視聴者による切り替え操作にて、映像７４１の下部の外側に画面外字幕７４２
ａを表示した状態の画面外字幕画面７４０Ａと、映像７４１内に吹き出し状に吹き出し字
幕７４２ｂを表示した吹き出し字幕画面７４０Ｂと、映像７４１のみの字幕無し画面７４
０Ｃとの間で、表示状態が遷移する。
【００６５】
本実施の形態の場合、特に、吹き出し字幕画面７４０Ｂでは、映像７４１内の字幕を付与
すべき対象の人物等のオブジェクトの位置変化に連動して、当該オブジェクトの近傍に吹
き出し字幕７４２ｂが表示されるように、字幕表示位置が制御される。
【００６６】
上述のような本実施の形態における字幕表示の制御は、字幕付与の対象となる映像７４１
と関連付けられているＸＭＬ情報中に字幕の文字列を記述しておくことで実現される。
【００６７】
放送局１００から視聴者端末２００に送られるＸＭＬ情報等によって、視聴者端末２００
における映像表示の時間的な制御も可能である。図１６は、ＸＭＬにて記述されたソース
コードの一例を示す説明図である。この図１６のソースコードは、実行されると、ソース
コード行８０２で指定された時間の間、ソースコード行８０３で指定されたキーワードに
該当する映像をディスプレイ２０８に表示し、この表示期間中に当該映像の画面をクリッ
クすると、ソースコード行８０１で指定されたＵＲＬのサイトにジャンプする、という動
作を行う。
【００６８】
すなわち、ソースコード行８０２の時間情報は、ソースコード行８０３で特定される映像
とリンクしており、ソースコード行８０３で特定される映像の出演者が映っている間だけ
、関連情報、キーワード検索が可能になる、などの動作を実現できる。
【００６９】
以上本発明者によってなされた発明を実施の形態に基づき具体的に説明したが、本発明は
前記実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能で
あることはいうまでもない。
【００７０】
【発明の効果】
本発明によれば、臨場感に富む視聴者参加番組を実現することが可能な双方向型放送視聴
技術を実現することができる、という効果が得られる。
【００７１】
本発明によれば、個々の視聴者の好みに応じた多様な放映画面の構成が可能な双方向型放
送視聴技術を提供することができる、という効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施の形態である双方向型放送視聴システムの全体構成の一例を示す
概念図である。
【図２】本発明の一実施の形態である双方向型放送視聴システムの作用の一例を示すフロ
ーチャートである。
【図３】本発明の一実施の形態である双方向型放送視聴システムを構成する放送局側のシ
ステム構成の一例を示す概念図である。
【図４】本発明の一実施の形態である双方向型放送視聴システムを構成する視聴者端末の
構成例を示す概念図である。
【図５】本発明の一実施の形態である双方向型放送視聴システムを構成する放送局側の作
用の一例を示すフローチャートである。
【図６】本発明の一実施の形態である双方向型放送視聴システムを構成する放送局側の作
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【図７】本発明の一実施の形態である双方向型放送視聴システムを構成する視聴者端末に
表示される画面例を示す説明図である。
【図８】本発明の一実施の形態である双方向型放送視聴システムを構成する視聴者端末に
表示される画面例を示す説明図である。
【図９】本発明の一実施の形態である双方向型放送視聴システムを構成する視聴者端末に
表示される画面例を示す説明図である。
【図１０】本発明の一実施の形態である双方向型放送視聴システムを構成する視聴者端末
に表示される画面例を示す説明図である。
【図１１】本発明の一実施の形態である双方向型放送視聴システムを構成する視聴者端末
に表示される画面例を示す説明図である。
【図１２】本発明の一実施の形態である双方向型放送視聴システムを構成する視聴者端末
に表示される画面例を示す説明図である。
【図１３】本発明の一実施の形態である双方向型放送視聴システムを構成する視聴者端末
に表示される画面例を示す説明図である。
【図１４】本発明の一実施の形態である双方向型放送視聴システムを構成する視聴者端末
に表示される画面例を示す説明図である。
【図１５】本発明の一実施の形態である双方向型放送視聴システムを構成する視聴者端末
に表示される画面例を示す説明図である。
【図１６】本発明の一実施の形態である双方向型放送視聴システムにおいて用いられるＸ
ＭＬにて記述されたソースコードの一例を示す説明図である。
【符号の説明】
１００…放送局、１０１…送信装置、１０２…映像符号化部、１０３…映像スイッチャ、
１０４…テレビカメラ、１０５…映像再生装置、１０６…送信映像制御装置、１０７…映
像レイアウト情報テーブル、１０８…イントラネット、１０９…ＷＷＷサーバ、１１０…
ユーザ入力情報集計テーブル、２００…視聴者端末、２０１…バス、２０２…マイクロプ
ロセッサ、２０３…主記憶、２０４…ネットワークインタフェース、２０５…ＴＶチュー
ナ、２０５ａ…復号化装置、２０５ｂ…アンテナ、２０６…外部記憶装置、２０７…フレ
ームメモリ、２０８…ディスプレイ、２０９…ユーザ入力装置、２１０…スピーカ、３０
０…無線放送網、３０１…中継衛星、４００…インターネット、５０１…オペレーティン
グシステム、５０２…ＸＭＬパーサ、５０３…ブラウジングエンジン、５０４…ＸＭＬフ
ィルタリングプログラム、５０５…レイアウト生成／更新プログラム、５０６…ＧＵＩ処
理プログラム、５０７…キャプチャプログラム、５０８…双方向型放送視聴システム表示
プログラム、６００…投票画面、６００Ａ…投票画面、６００Ｂ…投票画面、６００Ｃ…
投票画面、６０１…赤組映像、６０２…白組映像、６０３…赤組投票ボタン、６０４…白
組投票ボタン、６０５…共通映像、６０６…円グラフ、６０７…バーインジケータ、６０
８…テキスト入力画面、６０９…掲示板画像、６１０…チャット画面、６１１…グループ
選択ボタン、７００…メニュー画面、７０１…主画像（第１の映像情報）、７０２…メニ
ュー項目、７０３…全画面表示、７１０…キーワード表示画面、７１０Ａ…検索結果表示
画面、７１０Ｂ…関連サイト表示画面、７１１…キーワード群、７１２…キーワード検索
結果、７２０…関連映像画面、７２０Ａ…映像表示画面、７２１…関連映像項目、７２２
…関連画像、７３０…マルチアングル表示画面、７３０Ａ…アングル切り替え画面、７３
１～７３３…関連映像（第１の映像情報）、７４０…通常字幕表示画面、７４０Ａ…画面
外字幕画面、７４０Ｂ…吹き出し字幕画面、７４０Ｃ…字幕無し画面、７４１…映像、７
４２…通常字幕、７４２ａ…画面外字幕、７４２ｂ…吹き出し字幕、８０１…ソースコー
ド行、８０２…ソースコード行、８０３…ソースコード行。



(10) JP 4340398 B2 2009.10.7

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(11) JP 4340398 B2 2009.10.7

【図５】 【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】



(12) JP 4340398 B2 2009.10.7

【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】



(13) JP 4340398 B2 2009.10.7

【図１５】 【図１６】



(14) JP 4340398 B2 2009.10.7

10

20

30

フロントページの続き

(72)発明者  大木　康幸
            神奈川県川崎市幸区鹿島田８９０番地　株式会社日立製作所　ビジネスソリューション事業部内
(72)発明者  栗岡　辰弥
            東京都世田谷区砧一丁目１０番１１号　日本放送協会　放送技術研究所内
(72)発明者  西本　友成
            東京都世田谷区砧一丁目１０番１１号　日本放送協会　放送技術研究所内
(72)発明者  藤井　亜里砂
            東京都世田谷区砧一丁目１０番１１号　日本放送協会　放送技術研究所内
(72)発明者  南　浩樹
            東京都世田谷区砧一丁目１０番１１号　日本放送協会　放送技術研究所内
(72)発明者  馬場　秋継
            東京都世田谷区砧一丁目１０番１１号　日本放送協会　放送技術研究所内
(72)発明者  上原　年博
            東京都世田谷区砧一丁目１０番１１号　日本放送協会　放送技術研究所内

    審査官  古川　哲也

(56)参考文献  特開平０９－２３３３９７（ＪＰ，Ａ）
              特開平１０－１７４０８２（ＪＰ，Ａ）
              特開平１０－２４３３６１（ＪＰ，Ａ）
              特開平１１－１０３４５２（ＪＰ，Ａ）
              特開平１１－３５５３４８（ＪＰ，Ａ）
              特開２０００－０８３１９３（ＪＰ，Ａ）
              白井  剛他，ＡｇｅｎｔＣａｓｔ－次世代放送サービスを実現するフレームワークの提案－，情
              報処理学会研究報告，日本，社団法人情報処理学会，１９９７年１１月　７日，第97巻, 第104
              号，p.267-272

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H04N   7/16    -  7/173
              H04H  20/38
              H04H  60/33


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

